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 わたしたちＪＲ東海労の掲示「とうにうん」
第９号が「協約違反」を理由に強引に撤去さ
れた。わたしたちＪＲ東海労は、強引な掲示
持ち去りを、怒りをもって糾弾し抗議する。  
  

「とうにうん」第９号には、明らかな間違いが

２箇所あった。それは、「総務科長」と書くべき

ところを「指導科長」と書いた部分だ。間違いを

訂正し、右に再掲出した文中の赤書きの２箇所で、

関係者には、ふかくお詫びを申し上げる。 
 
掲示は８日に掲出したが撤去通告は、２日後の

１０日のことだった。わたしたちもその間違いに

同じころに気づいた。したがって、訂正すること

を申し出たにもかかわらず、「すでに撤去通告の

時刻を過ぎている」と、強引に持ち去ったのだ。 

もう一度見てほしい。ご覧の通りこの掲示は、

怪我をして休んでいた東海労組合員Ａさんが乗務

復帰した時の運転科長、総務科長とのやりとりと、

女性所員からの訴えを紹介したものだ。 

そしてユニオン組合員のみなさんに、年休を流

さないように声を大きく出そう、と呼びかけても

いる。この強引な持ち去りは、訂正の申し出を無

視し、さらに、書かれている内容を皆さんの目か

ら遠ざけるのが目的でしかない。あらためて抗議

する。一切の掲示物の持ち去りを認めない。 


